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○松本市住宅・建築物耐震診断事業実施要綱 

平成１６年９月１日 

告示第２９１号 

改正 平成２０年８月７日告示第４８３号 

（題名改称） 

平成２２年３月３１日告示第１８４号 

平成２２年７月２１日告示第４５２号 

平成２６年３月３１日告示第９８号 

平成２８年３月３１日告示第１２７号 

令和２年３月２６日告示第９０号 

令和３年３月２４日告示第１１４号 

（目的） 

第１条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発を図るとともに必要

に応じて耐震改修の実施の促進を図るため、予算の範囲内で耐震診断士を派遣し耐震診断

を行うことにより地震による住宅及び建築物の倒壊の被害を防止することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう。 

ア 昭和５６年５月３１日以前に市内に着工された住宅（店舗等の用途を兼ねるもの

（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のものに限る。）を含

む。以下同じ。） 

イ 木造在来構法又は木造伝統的構法 

ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅 

（２） 避難施設 次のいずれにも該当するものをいう。 

ア 昭和５６年５月３１日以前に市内に着工された建築物 

イ 松本市地域防災計画に基づく、避難施設に準じる町会一時集合場所として指定され

た町内公民館 

（３） 長野県木造住宅耐震診断士（以下「診断士」という。） 長野県知事が備える長

野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。 

（４） 精密耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、
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既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること並びに建築物の耐震診断及び耐震

改修の実施について技術上の指針となるべき事項（平成１８年国土交通省告示第１８４

号）の規定に基づき、避難施設の地震に対する安全性を評価することをいう。 

（５） 総合評点 耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表

第１の区分によるものをいう。 

（事業の実施） 

第３条 市長は、既存木造住宅又は避難施設の所有者のうち、希望する者に診断士を派遣し、

次条に規定する事業を行うものとする。 

２ 前項の事業に係る費用は、松本市が負担するものとする。 

（事業内容） 

第４条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 既存木造住宅の所有者のうち、耐震性能を向上させるための補強工事を実施する

意思のある者から希望があった場合に行う耐震診断 

（２） 避難施設の所有者のうち、耐震性能を向上させるための補強工事を実施する意思

のある者から希望があった場合に行う耐震診断 

（業務の委託） 

第５条 市長は、前条の事業の全部又は一部を委託することができる。 

（申請等） 

第６条 第４条第１号及び第２号に規定する耐震診断を希望する者は、別に定める耐震診断

意向確認票を、市長に提出しなければならない。 

（診断士の派遣） 

第７条 市長は、前条の確認票を受理したときは、当該申請の内容を審査の上派遣の要否を

決定し、申請者に診断士派遣通知書により通知するものとする。 

２ 診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由を明示し当該申請者に診断士を派

遣しない旨の通知をするものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による診断士派遣通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、

当該通知書の内容を変更することができる。 

（耐震診断の中止等） 

第８条 診断士の派遣の通知を受けた者（以下「診断対象者」という。）は、事情により耐

震診断を中止し、又は取りやめるときは、速やかに、市長にその旨を報告しなければなら

ない。 



3/4 

（診断士の派遣の取消し） 

第９条 市長は、診断対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、診断士の派遣を取

り消すことができる。 

（１） 虚偽の申請その他不正行為により診断士の派遣通知書を受けたことが判明したと

き。 

（２） その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

（診断費用の支払い） 

第１０条 市長は、前条の規定により派遣を取り消した場合、当該取消しに係る診断を既に

実施しているときは、期限を定めて診断対象者に対し、その診断にかかった費用の支払い

を命ずることができる。 

（診断対象者に対する指導） 

第１１条 市長は、診断対象者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図れるよう、

必要な指導及び助言をすることができる。 

（事業の期間） 

第１２条 事業の実施期間は、平成１６年９月１日から令和８年３月３１日までとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１６年９月１日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

（松本市木造住宅耐震診断補助金交付要綱の廃止） 

３ 松本市木造住宅耐震診断補助金交付要綱（平成９年告示第６７号）は、廃止する。 

（波田町の編入に伴う経過措置） 

４ 波田町の編入の日前に、波田町住宅耐震診断事業実施要綱（平成１９年波田町要綱第１

１号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２０年８月７日告示第４８３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この告示による改正後の松本市住宅耐震診断事業実施要綱の規定は、この告示の施行の

日（以下「施行日」という。）以後の申請に係るものから適用し、施行日前の申請に係る

ものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年３月３１日告示第１８４号） 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、附則に１項を加える改正規定は、

平成２２年３月３１日から施行する。 

附 則（平成２２年７月２１日告示第４５２号） 

この告示は、平成２２年７月２１日から施行し、この告示による改正後の松本市住宅・建

築物耐震診断事業実施要綱の規定は、平成２２年４月１日以後の耐震診断事業から適用する。 

附 則（平成２６年３月３１日告示第９８号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日告示第１２７号） 

この告示は、平成２８年３月３１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２６日告示第９０号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の松本市住宅耐震診断事業実施要綱の規定は、この告示の施行の

日（以下「施行日」という。）以後の申請に係るものから適用し、施行日前の申請に係る

ものについては、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月２４日告示第１１４号） 

この告示は、令和３年３月２４日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

総合評点 判定 

１．５以上 安全と思われます。 

１．０以上 １．５未満 一応安全と思われます。 

０．７以上 １．０未満 やや危険です。 

０．７未満 倒壊又は大破壊の危険があります。 

 


